
平成 29 年 10 月改定 

杉並区立桃井第一小学校いじめ防止基本方針 
 
本校は、いじめ防止対策推進法の制定を受け、児童が安心して学習、その他の活動に取り

組めることのできるよう、学校の内外を問わずいじめの防止等のための対策をより一層総

合的かつ効果的に推進することを目的として以下の基本方針を策定します。 
 
 
≪いじめの定義と本校としてのいじめ問題への基本的な考え方≫ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１、本校におけるいじめ防止などに関する取組 
  いじめの未然防止、早期発見、早期対応に関する具体的方策について 
  （別表） 
２、教育委員会や関係諸機関との連携 
（１） いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは、躊躇するこ

となく所轄警察署と連携して対応する。 
（２） いじめにより児童・生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当

の期間、学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあるなどの重大事態が発

生した場合は、速やかに教育委員会に報告する。 
３、いじめ防止に向けた校内組織 

 いじめに関するアンケートを年３回実施し、実態調査を行う。実態の調査結果をもと

に、いじめ対策委員会において事案の検討を行い、解消に向けた具体的な計画を立てる。

計画が着実に実施できるようにマネジメントを、副校長・生活指導主任が担当する。解決

まで適宜、いじめ対策委員会を開き、迅速に対応する。 

◎いじめの定義 
・「いじめ」とは児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童

等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（イ

ンターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童等

が心身の苦痛を感じているものをいう。（「いじめ防止対策推進法」より） 
◎いじめ問題への基本的な考え方 
・いじめの発生を見逃さず、学校として組織的にかつ迅速に対応するためにいじめに対

する認識を全教職員で共有する。また、いじめは、どの学校、学年、学級でも起こりうる

ものという基本認識に立ち、すべての児童を対象に、いじめに向かわせないための未然

防止に取り組むとともに、いじめを把握した場合には速やかに解決を図る。 



また、いじめやいじめが疑われる行為を発見した場合は、委員会を招集し事案につい

て事実確認を行い、対応を決め速やかに解決を図る。 
 委員会メンバーは、校長・副校長・主幹教諭・生活指導主任・学年主任・担任・養護

教諭・教育相談担当教諭・スクールカウンセラーとする。 
４、教職員のいじめ防止に向けた対応能力を図るための取組 

 いじめはどこでも起こり得るといった危機意識を高め、迅速な対応を推し進めるた

めに、「いじめ対応マニュアル」を活用し、アンケート実施の時期にあわせ専門的知識

を有するスクールカウンセラーを講師に研修会を実施する。 
 また、「いじめ発見チェックリスト」等を活用し、児童の実態把握を行うことで未然

防止に向けた対応能力の向上を図る。 
 

 


